
一問一答 刑事訴訟法 改訂七版 上巻 

■ pp.178 -179  身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき  問題・解説 ４  

 

※令和７年 ３月 13日に掲載した 誤植訂正の修正となります。  

 

問題文を、 以下のとおり 差し替えます 。  

 

準現行犯の個別的要件の１つである『 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき』に

当たるか否かを判断する際、手配等 で得られた情報を参照することは 許される。  

 

解説を、 以下のとおり 差し替えます 。  

 

個別的要件それ自体は逮捕者が直接覚知することを 要するが、被害者の急報その他の手

配（緊急配備等） がなされた 場合に、 逮捕者がそれらの内容を参考とすることまで 禁じ

られるものではない。  


